契 約 者　様

  このたび、ご請求いただきました特約の中途付加のお引受につきましては、慎重に検討いたしました結果、

「特別条件付保険特約（特定部位不担保法）」（以後「部位不担保」とします。）を同時に付加することを条件として、特約の中途付加をお引受させていただくこととなりました。

  この場合のご注意点（デメリット）を以下にお知らせいたしますので、必ずお読みいただき、内容をご了承いただけた場合には、別紙「契約内容変更承諾書」にご署名・押印のほどお願い申し上げます。

特約の中途付加時に「部位不担保」が条件となる場合の注意点（デメリット）

※「特別条件付保険特約（特定部位不担保法）」とは

身体上の特定部位を一定期間（最長のとき、全期間）、保障を不適用（保障しない）とする特約です。
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特別条件（特定部位不担保法）に関する重要なお知らせ





「部位不担保」を付加した場合、「部位不担保」は中途付加する特約だけでなく、ご契約全体に適用されます。


このため、以前からの主契約や特約についても、中途付加する特約の付加以降は、一定期間(注)、特定部位についての保障が無くなります。


（注）：「契約内容変更承諾書」の「不担保期間」欄を参照下さい。一定期間には全期間も含みます。


具体例：


１．医療保険に成人病保障特約を中途付加時に「部位不担保」が付加された場合、成人病保障特約だけでなく、新契約時には何も条件が無かった医療保険にも「部位不担保」が適用されます。


２．終身保険に新疾病入院特約を付加している契約に、新成人病保障特約を中途付加時に「部位不担保」が付加された場合、新成人病保障特約だけでなく何も条件が無かった新疾病入院特約にも「部位不担保」が適用されます。





特約の中途付加をしなければ、主契約やその他の特約で不担保部位にかかる給付金をご請求できていたものが、特約の中途付加により不担保部位については一切請求できないことになります。


以上のとおり、特約の中途付加時の「部位不担保」適用は、お客様に不利益をおかけする場合があります。


従いまして、特約の中途付加時に「部位不担保」の付加が条件となった場合は、上記の不利益（デメリット）が生じる可能性を十分ご理解の上、特約の中途付加について、改めてご検討をお願いいたします。
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